
 鎌ケ谷市浸透桝モニター制度実施要綱を次のように定める。 

 

  平成２３年６月１５日 

                                    

                   鎌ケ谷市長 清 水  聖 士  

 

鎌ケ谷市告示第６７号 

 

鎌ケ谷市浸透桝モニター制度実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、既存住宅地における雨水の地下への浸透について、市及び

市民相互の協力のもと、地下水の涵養による良好な水循環の保全及び雨水の河

川への流出抑制を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 （１） 浸透桝 降雨時に雨樋等からの雨水を集め地下に浸透させるための施

設をいい、市が予算の範囲内で設置したものをいう。 

 （２） モニター 浸透桝が降雨時にどのように機能しているかを監視し、そ

の状況を市に報告する者をいう。 

 （モニターの資格要件） 

第３条 モニターは、別に定める適用区域内に居住し、かつ、浸透桝が設置され

ていない既存住宅地に居住していることを要件とする。 

 （市の責務） 

第４条 市は、既存住宅地における雨水の地下への浸透を推進するため、モニタ

ーを募集し浸透桝を設置するものとする。 

２ 市は、モニターからの報告をもとに、雨水の地下への浸透による流出抑制効

果等の検証を行い、浸透桝に対する市民の理解を深めるための啓発活動を行う

ものとする。 

 （モニターの募集及び決定） 

第５条 モニターの募集は、市広報及び市ホームページにより行うものとする。 

２ モニターへの応募は、別に定める方法に基づき浸透桝モニター申請書（別記

第１号様式）により申請するものとする。 

３ 市は、申請順に浸透桝の設置場所等を調査のうえ、設置の可否を決定し、そ

の結果を浸透桝モニター結果通知書（別記第２号様式）により申請者に通知す



るものとする。 

 （モニターの任期） 

第６条 モニターの任期（以下「任期」という。）は、浸透桝が設置されてから

３年間とする。 

２ 市は、浸透桝の設置が完了したときは、任期の期間を浸透桝モニター任期通

知書（別記第３号様式）によりモニターに通知するものとする。 

 （モニターの責務） 

第７条 モニターは、任期中、別に定める報告基準に基づき、浸透桝モニター報

告書（別記第４号様式）により市に報告するものとする。 

２ モニターは、適宜浸透桝の清掃に努めるものとする。 

３ モニターは、任期中、原則として浸透桝を移動又は撤去することができない

ものとする。 

４ モニターは、任期中、市が浸透桝調査のために敷地内へ立ち入ることに協力

するものとする。 

 （浸透桝の移動又は撤去） 

第８条 モニターは、任期中、やむを得ない事由により浸透桝を移動又は撤去し

ようとするときは、浸透桝（移動・撤去）届出書（別記第５号様式）により市

に届け出るとともに、市の承認を得るものとする。 

２ 市は、前項による届出があった場合には、調査のうえ、移動又は撤去の可否

を決定し、浸透桝（移動・撤去）承認書（別記第６号様式）によりモニターに

通知するものとする。 

３ 第１項による浸透桝の移動又は撤去に係る費用はモニターの負担とする。 

 （地位の引継） 

第９条 任期中、モニターが有していた地位を引き継いだ者は、地位引継届出書

（別記第７号様式）により市に報告しなければならない。 

 （浸透桝の帰属） 

第１０条 市は、任期後に浸透桝を敷地所有者へ帰属するものとする。 

 （委任） 

第１１条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

 この告示は、平成２３年６月１５日から施行する。 



別記 

第１号様式（第５条関係） 

 

浸透桝モニター申請書 

 

                            年  月  日 

 

鎌ケ谷市長        様 

 

                                                    

                     住所 

                 申請者 氏名         ㊞ 

                     電話 

 

 浸透桝モニターに応募したいので、鎌ケ谷市浸透桝モニター制度実施要綱第５

条第２項の規定により下記のとおり申請します。 

 

記 

設 置 場 所 鎌ケ谷市 
申請者住所と設
置場所が同じ場
合は記入不要 

住  所  

氏  名            ㊞ 

敷

地

の

所

有

者 
電話番号  

申請者と敷地所
有者が同じ場合
は記入不要 

敷 地 の 面 積      ｍ 2  記入必須 

 

注）申請者と敷地所有者が異なる場合は、敷地所有者の承諾を得ること。 



第２号様式（第５条関係） 

 

 

浸透桝モニター結果通知書 

 

                            年  月  日 

 

           様 

 

                                                    

                     鎌ケ谷市長       ㊞ 

 

      年  月  日付けで申請のありましたことについて、鎌ケ谷市浸

透桝モニター制度実施要綱第５条第３項の規定により下記のとおり通知します。 

 

記 

モ ニ タ ー       決定・不決定 

不 決 定 の 理 由 

 

 

 

 

決 定 の 場 所 等 

設 置 場 所 鎌ケ谷市 

敷 地 の 所 有 者  

敷 地 の 面 積      ｍ 2  

浸透桝設置個数     基 

 

（注）浸透桝設置工事の日程は、別途協議となります。工事完了後、敷地内に設

置された浸透桝は、敷地所有者のものとなります。 



第３号様式（第６条関係） 

 

 

浸透桝モニター任期通知書 

 

                            年  月  日 

 

           様 

 

                                             

                     鎌ケ谷市長       ㊞ 

 

年  月  日付けで浸透桝の設置が完了しましたので、鎌ケ谷市浸透

桝モニター制度実施要綱第６条第２項の規定により下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

任期 

自     年  月  日 

至     年  月  日 



第４号様式（第７条関係） 

 

浸透桝モニター報告書 

 

                            年  月  日 

鎌ケ谷市長        様 

                                                    

                     住所 

                     氏名         ㊞ 

                     電話 

 

 鎌ケ谷市浸透桝モニター実施要綱第７条第１項の規定により、浸透桝の浸透状

況について下記のとおり報告します。 

 

記 

降雨状況 
確認日時 年  月  日 ＡＭ・ＰＭ  ： 

降雨の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

       □     □     □      □     □ 

浸透桝の状況（外観）  

 

 

 

 

 

 

浸透桝から雨水が

溢れている。  

浸透桝から雨水は

溢れていない。  



浸透状況

確認日時 
年  月  日 ＡＭ・ＰＭ  ： 

報告内容 

 

１． 雨が止み、浸透桝に雨水が流入しなくなってから浸透桝の蓋を開けて中を

確認し、水位（桝の底から水面までの高さ）を計測のうえ、下欄①に記入

して下さい。また、その状態から水位が 5cm 低下するまでの時間を計測し、

下欄②に記入して下さい。なお、水位が 5cm 未満の場合は、空になるまで

の時間を計測して下さい。 

 

① 水位    cm    

② 時間   分  秒  

 

２． 今回の調査における浸透桝の状況等をお書き下さい。 

浸透桝の調査箇所（各宅地の配置図を記載） 

                    

※確認時に既に空だった場合は水位 0cmと記入して下さい。 

なお、その場合は②の記入は必要ありません。  



第５号様式（第８条関係）  

 

 

浸透桝（移動・撤去）届出書  

 

                          年  月  日  

 

鎌ケ谷市長       様  

 

                    住所  

                    氏名          ㊞  

                    電話  

 

 浸透桝を（移動・撤去）したいので、鎌ケ谷市浸透桝モニター制度実施要綱第

８条第１項の規定により下記のとおり届け出ます。  

 

記  

移 動 ・ 撤 去 す る  

浸 透 桝 の 場 所  
鎌ケ谷市  

移 動 ・ 撤 去 の 理 由  

 

移 動 ・ 撤 去 の 数              基  

注）敷地内の浸透桝の位置がわかる配置図を添付すること。  



第６号様式（第８条関係）  

 

 

浸透桝（移動・撤去）承認書  

 

                           年  月  日  

 

          様  

 

                      鎌ケ谷市長      ㊞  

 

    年  月  日付けで届出のありました浸透桝（移動・撤去）について

は承認しましたので、鎌ケ谷市浸透桝モニター制度実施要綱第８条第２項の規定

により下記のとおり通知します。  

 

記  

移 動 ・ 撤 去 す る  

浸 透 桝 の 場 所  
鎌ケ谷市  

移 動 ・ 撤 去 の 理 由  

 

移 動 ・ 撤 去 の 数             基  

移動・撤去に係る費用負担   



第７号様式（第９条関係） 

 

 

 

地位引継届出書 

 

                           年  月  日 

 

鎌ケ谷市長       様 

 

                     住所 

                     氏名          ㊞ 

                     電話 

 

 浸透桝モニター制度実施要綱に基づく地位を引き継ぎましたので、鎌ケ谷市浸

透桝モニター制度実施要綱第９条の規定により下記のとおり届け出ます。 

 

記 

引 き 継 い だ 

浸 透 桝 の 場 所 
鎌ケ谷市 

引 き 継 い だ 

浸 透 桝 の 数 
      基 

引 き 継 ぎ を 受 け た 

者 の 住 所 及 び 氏 名 

 

引 き 継 ぎ の 理 由 

 

引 継 年 月 日 年  月  日 

 

 


